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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第67期

第１四半期連結
累計期間

第68期
第１四半期連結

累計期間
第67期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　６月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （百万円） 21,716 21,838 101,816

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 61 △165 955

四半期（当期）純利益又は四半

期純損失（△）
（百万円） 22 △16 330

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 54 96 408

純資産額 （百万円） 29,538 29,572 29,584

総資産額 （百万円） 39,349 40,228 41,671

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）

（円） 1.28 △1.00 19.21

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 74.2 72.7 70.2

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、役務収益を含めて表示しております。

３．売上高には、消費税等は含んでおりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

①経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率のアップに伴う個人消費の反動減が見られたもの

の、企業業績や雇用環境の回復など緩やかな回復基調で推移しました。

エネルギー業界では、従来の原油高と中東情勢の不安により引き続き製品価格が高止まりし、消費者の買い控え

や需要減退により、依然として厳しい販売競争が続き、収益を圧迫する状況となりました。

建設業界では、設備投資や公共投資が高水準で推移する受注環境が続きましたが、原材料費の値上がりによる工

事原価の高止まりや、労働者不足といった困難な状況が続きました。

その結果、当社グループの第１四半期連結累計期間における売上高に役務収益を加えた営業収益は、218億３千

８百万円（前年同期比0.6％増）となりましたが、エネルギー関連の粗利益の減少と、今年度より本格参入いたし

ましたレンタカー事業における販売費及び一般管理費の増額などにより、営業損失は２億４千９百万円（前年同期

は営業損失１千８百万円）、経常損失は１億６千５百万円（前年同期は経常利益６千１百万円）となりましたが、

役員退職慰労引当金戻入額１億５千１百万円を特別利益に計上したことにより、四半期純損失は１千６百万円（前

年同期は四半期純利益２千２百万円）にとどまりました。

なお、セグメント別での業績は次のとおりとなっております。

産業エネルギーでは、原油高に伴う製品価格の高騰が続く中、広域営業の積極展開により販売間口の拡大に努め

ると同時に、販売チャネル毎の特性に応じた提案営業に注力いたしました。その結果、営業収益（役務収益を含

む）は、102億６千５百万円（前年同期比1.2％増）となりましたが、元売各社の仕切体系の変更や市況低迷の影響

を受ける形となり、セグメント利益は３千８百万円（前年同期比69.0％減）となりました。

建設資材では、入札不調や消費増税の反動減といった後ろ向きな要因も加わりましたが、販売間口拡大や技術力

を活かした提案営業を積極的に推し進め、契約残高を順調に積み上げました。こうした取り組みにより、営業収益

（役務収益を含む）は、81億７千８百万円（前年同期比0.9％増）となり、セグメント利益は９千７百万円（前年

同期比7.5％増）となりました。

生活サポートは、サービスステーションではガソリンの需要減退が続く中、車の販売を始めとした油外収益の獲

得に注力しました。また、４月よりオリックスレンタカー事業を開始し、カーライフのサポート体制を更に強化し

ました。家庭用小売ガスでは、消費増税に伴う反動から受注は低調に推移しましたが、地域密着営業によるリ

フォーム需要の獲得に注力しました。宅配水事業では、商業施設でのイベント開催により、顧客の獲得に努めまし

た。しかしながら、営業収益（役務収益を含む）は、33億７千２百万円（前年同期比2.1％減）となり、燃料油の

販売数量減少ならびに流通マージンの減少、またレンタカー事業の費用負担から、セグメント損失は１億４千万円

（前年同期はセグメント損失５千１百万円）となりました。

 

②財政状態の分析

（資　産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、402億２千８百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億

４千３百万円の減少となりました。主な要因は、「現金及び預金」が５億７千万円、「有形固定資産」が１億８千

６百万円増加した一方で、「受取手形及び売掛金」が21億８千９百万円、「工事未収金」が１億９千２百万円それ

ぞれ減少したことによるものであります。

（負　債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は、106億５千５百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億３

千１百万円の減少となりました。主な要因は、「リース債務（流動負債その他）」が１億１千６百万円増加した一

方で、「支払手形及び買掛金」が７億１千５百万円、「未払金（その他）」が４億３千１百万円、「未払法人税

等」が２億５百万円それぞれ減少したことによるものであります。
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（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、295億７千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して１千

１百万円の減少となりました。主な要因は、「その他有価証券評価差額金」が１億７百万円、「退職給付に係る調

整累計額」が６百万円増加しましたが、剰余金の配当７千３百万円、四半期純損失１千６百万円及び退職給付会計

基準等の適用による累積的影響額３千３百万円により「利益剰余金」が１億２千４百万円減少したことによるもの

であります。

この結果、自己資本比率は72.7％、１株当たり純資産額は1,717円27銭となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 95,802,000

計 95,802,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,053,942 24,053,942
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株

計 24,053,942 24,053,942 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 24,053,942 － 5,549 － 5,456

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

EDINET提出書類

上原成商事株式会社(E02669)

四半期報告書

 5/17



①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

 普通株式　　6,800,000
－ 単元株式数 1,000株

（相互保有株式）

 普通株式　　　700,000
－ 同　上

完全議決権株式（その他）  普通株式　 16,483,000 16,483 同　上

単元未満株式 普通株式　　　 70,942 －
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 24,053,942 － －

総株主の議決権 － 16,483 －

 
（注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式795株が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）      

上原成商事株式会社
京都市中京区御池通烏丸

東入仲保利町191番地
6,800,000 － 6,800,000 28.27

（相互保有株式）      

豊国石油株式会社
大阪府高石市高砂２丁目

６
700,000 － 700,000 2.91

計 － 7,500,000 － 7,500,000 31.18

 
 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,961 9,531

受取手形及び売掛金 16,393 14,204

工事未収金 926 734

有価証券 600 600

商品及び製品 575 648

未成工事支出金 27 22

その他 398 381

貸倒引当金 △373 △364

流動資産合計 27,509 25,756

固定資産   

有形固定資産 4,713 4,899

無形固定資産   

のれん 206 209

その他 121 113

無形固定資産合計 327 323

投資その他の資産   

投資有価証券 3,580 3,747

差入保証金 4,614 4,640

その他 1,103 1,050

貸倒引当金 △176 △189

投資その他の資産合計 9,121 9,248

固定資産合計 14,162 14,471

資産合計 41,671 40,228
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,689 4,973

工事未払金 546 459

短期借入金 301 296

未払法人税等 235 30

賞与引当金 193 127

役員賞与引当金 44 16

その他 2,944 2,581

流動負債合計 9,954 8,485

固定負債   

退職給付に係る負債 542 567

役員退職慰労引当金 637 564

厚生年金基金解散損失引当金 441 441

その他 512 597

固定負債合計 2,133 2,170

負債合計 12,087 10,655

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,549 5,549

資本剰余金 5,458 5,458

利益剰余金 19,925 19,801

自己株式 △2,243 △2,243

株主資本合計 28,689 28,565

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 688 795

退職給付に係る調整累計額 △130 △124

その他の包括利益累計額合計 557 671

少数株主持分 336 336

純資産合計 29,584 29,572

負債純資産合計 41,671 40,228
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 21,497 21,553

売上原価 20,152 20,358

売上総利益 1,345 1,195

役務収益 219 284

営業総利益 1,564 1,480

販売費及び一般管理費 1,582 1,730

営業損失（△） △18 △249

営業外収益   

受取利息 14 14

受取配当金 13 18

仕入割引 17 18

報奨金 18 18

持分法による投資利益 7 12

その他 23 14

営業外収益合計 94 96

営業外費用   

支払利息 3 3

売上割引 9 7

その他 1 1

営業外費用合計 14 12

経常利益又は経常損失（△） 61 △165

特別利益   

のれん譲渡益 1 －

役員退職慰労引当金戻入額 － ※１ 151

特別利益合計 1 151

特別損失   

固定資産処分損 0 4

リース解約損 0 0

特別損失合計 0 4

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
62 △18

法人税等 36 △2

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
26 △16

少数株主利益 4 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22 △16

少数株主利益 4 0

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
26 △16

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28 107

退職給付に係る調整額 － 6

その他の包括利益合計 28 113

四半期包括利益 54 96

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50 96

少数株主に係る四半期包括利益 4 0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を退職給

付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しておりま

す。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が52百万円増加し、利益剰余金が33百万円減少

しております。また、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１．偶発債務

連結会社以外の会社の銀行借入金及び商手割引に対し、債務保証等を行っております。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

京滋運輸㈱ 39百万円 京滋運輸㈱ 37百万円

計 39 計 37

 

セメント・生コンクリート協同組合等からの仕入債務等に対し、保証を行っております。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

京都中央生コン販売㈿ 100 百万円（注） 京都中央生コン販売㈿ 100 百万円（注）

滋賀南西部生コン販売㈿ 60 （注） 滋賀南西部生コン販売㈿ 60 （注）

京都セメント・生コン卸㈿ 16 （注） 京都セメント・生コン卸㈿ 16 （注）

滋賀県セメント販売㈿ 3 （注） 滋賀県セメント販売㈿ 3 （注）

その他（８社） 0  その他（６社） 0  
 

（注）京都中央生コン販売㈿、滋賀南西部生コン販売㈿については組合員１社当たりの極度額、京都セメント・生コン卸

㈿、滋賀県セメント販売㈿については組合員のシェア割合分の極度額を記載しております。

 

２．受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成26年６月30日）

受取手形割引高 －百万円 25百万円
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（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※１．役員退職慰労引当金戻入額

当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

平成26年６月をもって退任した取締役１名の役員退職慰労金一部返上の申し出による引当金の取り崩しであり

ます。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
 至 平成26年６月30日）

減価償却費 87百万円 128百万円

のれんの償却額 16 16

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 74 4.25 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 73 4.25 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注）１
合計

 
産業

エネルギー
建設資材

生活

サポート
計

売上高       

外部顧客への売上高 10,145 8,105 3,445 21,696 20 21,716

セグメント間の内部

売上高又は振替高
149 1 3 154 － 154

計 10,295 8,106 3,448 21,850 20 21,870

セグメント利益又は

損失（△）
124 90 △51 163 20 184

 
（注）１．「その他」の区分は、主に本社ビル・駐車場の地代と外食店舗の賃貸料等であります。

２．売上高には役務収益を含めております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 163

「その他」の区分の利益 20

セグメント間取引消去 △0

全社費用（注） △202

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失 △18

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他

（注）１
合計

 
産業

エネルギー
建設資材

生活

サポート
計

売上高       

外部顧客への売上高 10,265 8,178 3,372 21,815 23 21,838

セグメント間の内部

売上高又は振替高
154 2 3 161 － 161

計 10,419 8,180 3,376 21,976 23 21,999

セグメント利益又は

損失（△）
38 97 △140 △4 23 18

 
（注）１．「その他」の区分は、主に本社ビル・駐車場の地代と外食店舗の賃貸料等であります。

２．売上高には役務収益を含めております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △4

「その他」の区分の利益 23

セグメント間取引消去 △0

全社費用（注） △268

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失 △249

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（金融商品関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成26年６月30日）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認め

られないため注記を省略しております。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成26年６月30日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認め

られないため注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成26年６月30日）

デリバティブ取引の契約額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められないため

注記を省略しております。

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

重要な事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
1円28銭 △1円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
22 △16

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円）
22 △16

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,302 17,024

 
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月８日

上原成商事株式会社

　取締役会　御中

 

京都監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　眞吾　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松田　元裕　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている上原成商事株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、上原成商事株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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